
         平成２７年４月３日 

 （一社）東京都トラック協会多摩支部  NO．１８５ 

 

適性診断補助事業の対象拡大について 

- 初任適性診断も補助対象になります！ - 

 

 東ト協では例年、一般診断の受診に際して、受診者一人当たり１，０００円の受診料補助を行っ

ているところではありますが、平成２７年度については当補助が初任診断（及び適齢診断）も

対象になることとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 当補助金用紙を利用できる診断機関は 

① 自動車事故対策機構（※多摩支部開催分も含まれます） 

② ヤマト・スタッフ・サプライ 

③ トラスト・エージェント 

④ 都南自動車   の４機関です。 

・ 補助金用紙については多摩支部事務局窓口にて、原則として予約数をお渡し致します。 

多摩支部開催分はお電話または窓口にて予約が可能です。 

・ 補助金用紙をお渡しできる上限は、会社毎、東ト協への車輌登録台数までです。（ただし、

３０名分を上限とする） 

 

 一般診断、初任診断については多摩支部でも実施しております。3ヶ月ごとに発行しているご案

内をご覧下さい。（※適齢診断については多摩支部では実施しておりません） 

《受診申込み・お問い合わせ・受診会場》 

（一社）東京都トラック協会多摩支部 

 〒１８６－０００１ 国立市北３－２７－１１ 三多摩自動車会館２F 

 ＴＥＬ０４２－５２４－３４６９  ＦＡＸ０４２－５２５－１７７５ 

 

【 一般診断 】 

受診料 ２，３００円  ⇒  受診者負担 １，３００円 

 

【 初任診断・適齢診断 】 

受診料 ４，７００円  ⇒  受診者負担 ３，７００円 

 


